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頁  行目等  修  正  前  修  正  後（案）  

２  表  

２．組織  

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

指導班 
（建設部長） 
（都市整備部長） 

交通対策係（生活安全課交通対策係長） 

水 
防 
本 
部 
長 （ 
市 
長 ） 

水 
防 
副 
本 
部 
長 （ 
副 
市 
長 ） 

召集班 

渉外班 

情報班 

指令班 

農林班 

交通対策班 

（職員課長） 
（職員課課長補佐） 

（施設整備課長） 
（施設整備課課長補佐） 
（施設整備課課長補佐） 

（事業計画課長） 
（事業計画課課長補佐） 

（土木課長） 
（土木課主幹） 

（産業振興課長） 
（産業振興課課長補佐） 
（産業振興課課長補佐） 
（生活安全課長） 
（生活安全課主幹） 
（生活安全課課長補佐） 

指導第１班 
（土木課長） 
（土木課主幹） 

庶務係 （危機管理課危機管理係長） 

職員係 （職員課人材育成係長） 

渉外係 （施設整備課施設係長） 

情報係 （事業計画課計画係長） 

指令係 （土木課施設係長） 

農林係 （産業振興課農林係長） 

第１指導係（土木課整備係長） 
第２指導係（土木課用地係長） 
第３指導係（土木課主査） 
第４指導係（土木課主査） 

第５指導係（管理課維持係長） 
第６指導係（管理課管理係長） 
第７指導係（管理課整理係長） 
第８指導係（施設整備課主査） 

指導第２班 
（管理課長） 
（管理課課長補佐） 

指導第３班 
（公園管理課長） 
（公園管理課課長補佐） 

指導第４班 
（産業振興課長） 
（産業振興課課長補佐） 
（産業振興課課長補佐） 

指導第５班 
（都市整備部次長・都市計画課長） 
（都市計画課課長補佐） 

協力第１班 （みどり景観課長） 
（みどり景観課課長補佐） 

協力第２班 

協力第３班 

協力第４班 

（建築課長） 
（建築課主幹） 
（建築課課長補佐） 

（地域整備課長） 
（地域整備課課長補佐） 

第９指導係（公園管理課公園管理係長） 

第 10 指導係（産業振興課商工観光係長） 

第 11 指導係（都市計画課庶務係長） 

第１協力係（みどり景観課緑化推進係長） 

第２協力係（建築課建築指導係長） 

第３協力係（地域整備課再開発係長） 

（こども課長） 
（こども課課長補佐） 

協力第５班 

（教育総務課長） 
（教育総務課課長補佐） 

第５協力係（こども課保育係長） 

本 
部 
付 

教育長 
市長公室長 
企画財政部長 
市民部長 
福祉健康部長 
生活環境部長 
建設部長 

都市整備部長 
開発部長 
議会事務局長 
教育総務部長 
生涯学習部長 
水道局長 
消防長 
消防団長 

調査係 （契約検査課検査係長） 調査班 （契約検査課長） 
（契約検査課課長補佐） 

第４協力係（教育総務課庶務係長） 

（危機管理課長） 
（危機管理課主幹） 

2 ．組織 庶務班 

  

指導班 
（建設部長） 
（都市整備部長） 

交通対策係（生活安全課交通対策係長） 

水 
防 
本 
部 
長 （ 
市 
長 ） 

水 
防 
副 
本 
部 
長 （ 
副 
市 
長 ） 

召集班 

渉外班 

情報班 

指令班 

農林班 

交通対策班 

（職員課長） 
（職員課課長補佐） 

（施設整備課長） 
（施設整備課課長補佐） 
 
（事業計画課長） 
（事業計画課課長補佐） 

（土木課長） 
（土木課主幹） 

（経済振興課長） 
（経済振興課課長補佐） 
（経済振興課課長補佐） 
（生活安全課長） 
（生活安全課主幹） 
（生活安全課課長補佐） 

指導第１班 
（土木課長） 
（土木課主幹） 

庶務係 （危機管理課危機管理係長） 

職員係 （職員課人材育成係長） 

渉外係 （施設整備課施設係長） 

情報係 （事業計画課計画係長） 

指令係 （土木課施設係長） 

農林係 （経済振興課農林係長） 

第１指導係（土木課整備係長） 
第２指導係（土木課用地係長） 
第３指導係（土木課主査） 
第４指導係（土木課主査） 

第５指導係（管理課維持係長） 
第６指導係（管理課管理係長） 
第７指導係（管理課主査） 
第８指導係（施設整備課主査） 

指導第２班 
（管理課長） 
（管理課課長補佐） 

指導第３班 
（公園管理課長） 
（公園管理課課長補佐） 

指導第４班 
（経済振興課長） 
（経済振興課課長補佐） 
（経済振興課課長補佐） 

指導第５班 
（都市計画課長） 
（都市計画課課長補佐） 

協力第１班 （みどり景観課長） 
（みどり景観課課長補佐） 

協力第２班 

協力第３班 

協力第４班 

（建築課長） 

 （建築課課長補佐） 

（地域整備課長） 
 

第９指導係（公園管理課公園管理係長） 

第 10 指導係（経済振興課商工観光係長） 

第 11 指導係（都市計画課計画係長） 

第１協力係（みどり景観課緑化推進係長） 

第２協力係（建築課建築指導係長） 

第３協力係（地域整備課再開発係長） 

（こども課長） 
（こども課課長補佐） 

協力第５班 

（教育総務課長） 
（教育総務課課長補佐） 

第５協力係（こども課保育係長） 

本 
部 
付 

教育長 
水道事業管理者 

企画財政部長 
市民部長 
福祉健康部長 
環境経済部長 

都市整備部長 
開発部長 
議会事務局長 
教育総務部長 
生涯学習部長 
上下水道部長 
消防長 
消防団長 

調査係 （契約検査課検査係長） 調査班 （契約検査課長） 
（契約検査課課長補佐） 

第４協力係（教育総務課庶務係長） 

（危機管理課長） 
（危機管理課主幹） 

2 ．組織 庶務班 

市長公室長 

建設部長 
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頁  行目等  修  正  前  修  正  後（案）  

１  第２章 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 

 

 

 

 

 

第２章 水防の責任 

１．水防管理団体の責任 

生駒市長（以下水防管理者という。）は、水防法の定めるところに従い、水防組織を整備し、水防

活動を行い、水防施設、資材器具を整備し、水防に関するあらゆる行為を十分に果たさなければな

らない。 

２．住民の責任 

住民は、常に気象、河川水位、危険箇所の状況等に注意し水害が予想される事態を発見した時は、

水防管理者、消防署（団）、井堰等の管理者、溜池管理者、その他関係する機関へ速やかに通報する

とともに、進んで水防に協力するよう努めなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（追加） 

 

 

第２章 水防の責任 

１．市の責任 

管轄区域内の水防を十分に果たすべき責任を有する。（法 3 条）具体的には、主に次のような事

務を行う。 

 ①平常時における河川等の巡視（法第 9 条） 

 ②水位の通報（法第 12 条第 1 項） 

 ③浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難を確保するための措置（法第 15 条） 

 ④消防機関の出動準備又は出動（法第 17 条） 

 ⑤堤防決壊等の通報、決壊後の措置（法第 25 条、法第 26 条） 

 ⑥水防訓練の実施（法第 32 条の二） 

２．居住者の義務 

 水防活動への従事（法第 24 条） 

 

 

 

 

 

 

第３章 水防活動に従事する者の安全確保 

 洪水等において、消防団等自身の安全確保に留意して水防活動を実施するものとする。避難誘導

や水防作業の際も、消防団員等自身の安全は確保しなければならない。 



 

 

     ３ 

頁  行目等  修  正  前  修  正  後（案）  

６  表  

消防団各分団

連絡表 

 

 

 

 

 

　　消防団各分団連絡表

分 団 長 名

副 分 団 長 名

消 防 団 長 山　村　政　治 全　域

消 防 副 団 長 松　本　　　淳 〃

生 駒 市 消 防 団 太　田　謙　二

機 動 第 １ 分 団 八　幡　和　芳

〃 奥　山　由　一

機 動 第 ２ 分 団 池　谷　隆　秀

〃 瀧　口　政　則

機 動 第 ３ 分 団 古　川　正　人

〃 福　本　　　定

機 動 第 ４ 分 団 松　山　修　三

備　考連絡区域分　団　名

中地区

〃

南地区

北地区

 
 

 

 

 

　　消防団各分団連絡表

分 団 長 名

副 分 団 長 名

消 防 団 長 山　村　政　治 全　域

消 防 副 団 長 松　本　　　淳 〃

生 駒 市 消 防 団 太　田　謙　二

機 動 第 １ 分 団 八　幡　和　芳

〃 奥　山　由　一

機 動 第 ２ 分 団 米　田　隆　善

〃 瀧　口　政　則

機 動 第 ３ 分 団 中　島　修　平

〃 福　本　　　定

機 動 第 ４ 分 団 松　山　修　三

分　団　名 連絡区域 備　考

中地区

北地区

〃

南地区
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頁  行目等  修  正  前  修  正  後（案）  

18  第２０章 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２０章 水防管理団体の水防計画 

水防管理団体の水防計画は、水防の目的を完全に達成するため、組織の整備、資器材、通信施設

の充実及び通信連絡方法の合理的な運用を図るとともに、特に現地に即したあらゆる事態を想定し

て、具体的に定めるものであり、水防計画作成の手引き（案）（水防管理団体版）を参考にして作成

する。 
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頁  行目等  修  正  前  修  正  後（案）  

21 別表（２）  

老朽ため池  

一覧表  

 

 

 

氏　　名 電話番号 堤高 堤長 貯水量 経過年数

1 後 谷 下 池 壱 分 町 山　本　秀　之 77-8089 2.2 34.0 830 200年

2 岩 井 谷 池 北田 原町 中  尾  正  人 78-7656 7.4 54.0 13,500 〃

3 休 場 池 俵 口 町 相　川　竹　一 73-3680 11.3 130.0 18,800 不詳

4 上 池 鹿 畑 町 染  川  道  泰 78-0869 5.0 43.0 3,200 〃

5 ド ン デ ン 池 小 明 町 中　田　芳　秀 73-5533 9.1 46.0 15,800 〃

6 西 池 大 門 町 田　中　勇　治 77-8590 5.2 59.0 1,900 〃

7 新 池
高 山 町
( 大 北 )

辻　本　嘉　直 78-0219 4.0 38.0 2,667 100年

8 袋 谷 池 小平 尾町 谷　山　弘　史 77-8422 7.5 80.0 3,600 不詳

9 角 竜 池 西菜 畑町 谷　口　和　男 73-3933 7.6 37.0 2,280 〃

10 古 池 鬼 取 町 松　川　弘　幸 77-8577 6.5 39.0 650 〃

11 古 池 藤 尾 町 溝　畑　博　文 77-8714 4.5 55.0 2,070 〃

番
号

ため池名 所在地
管理代表者 ため池の規模

 
 

 

 

 

 

氏　　名 電話番号 堤高 堤長 貯水量 経過年数

1 後 谷 下 池 壱 分 町 山　本　秀　之 77-8089 2.2 34.0 830 200年

2 岩 井 谷 池 北田 原町 北　脇　重　富 78-1060 7.4 54.0 13,500 〃

3 休 場 池 俵 口 町 相　川　竹　一 73-3680 11.3 130.0 18,800 不詳

4 上 池 鹿 畑 町 吉 田 喜 代 一 78-0984 5.0 43.0 3,200 〃

5 ド ン デ ン 池 小 明 町 前  谷  治  男 75-2381 9.1 46.0 15,800 〃

6 西 池 大 門 町 田　中　勇　治 77-8590 5.2 59.0 1,900 〃

7 新 池
高 山 町
( 大 北 )

辻　本　嘉　直 78-0219 4.0 38.0 2,667 100年

8 袋 谷 池 小平 尾町 谷　山　弘　史 77-8422 7.5 80.0 3,600 不詳

9 角 竜 池 西菜 畑町 谷　口　和　男 73-3933 7.6 37.0 2,280 〃

10 古 池 鬼 取 町 奥  野  通  孝 77-8495 6.5 39.0 650 〃

11 古 池 藤 尾 町 溝　畑　博　文 77-8714 4.5 55.0 2,070 〃

番
号

ため池名 所在地
管理代表者 ため池の規模

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 


